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徳島県個人情報保護審査会答申第１３２号

第１ 審査会の結論

徳島県知事の決定は，妥当である。

第２ 諮問事案の概要

１ 個人情報開示請求

令和２年１０月８日，審査請求人は，徳島県個人情報保護条例（平成１４年徳島県

条例第４３号。以下「条例」という。）第１４条第１項の規定に基づき，徳島県知事

（以下「実施機関」という。）に対し，「Ｒ○．○月○日に私が県（○○）に○○土地改

良区（○○判決）を無視して，協力金及び賦課金を強要したと，○○署に被害届けを

出していると報告通報した書類及び関係書類全部（農山漁村振興課）」の開示請求（以

下「本件請求」という。）を行った。

２ 実施機関の決定

令和２年１０月２２日，実施機関は，本件請求に係る個人情報を保有していないた

め，条例第２０条第３項の規定により請求拒否決定（以下「本件決定」という。）を

行い，審査請求人に通知した。

３ 審査請求

令和２年１０月２３日，審査請求人は，本件決定を不服として，行政不服審査法

（平成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき，実施機関に対して審査請求を

行った。

４ 諮問

令和２年１１月２５日，実施機関は，条例第４２条の規定に基づき，徳島県個人情

報保護審査会（以下「当審査会」という。）に対して，本件審査請求について諮問

（以下「本件事案」という。）を行った。

第３ 審査請求人の主張要旨

１ 審査請求の趣旨

県の枉法行為を確認したため。

２ 審査請求の理由

条例第２０条第３項の規定により次のとおり開示拒否と決定したが，県は，本来あ

るべき書類（○○裁判で判決が出たなかで用水路の権利等がない）と判めいしている

のに，住民に協力金及び賦課金の強要していると住民及び私から通報しているのに，

苦情処理等の書類（伺い書）を出せと要求する。

第４ 実施機関の説明要旨
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実施機関から提出された弁明書を要約すると，本件決定の理由については次のとお

りである。

１ 本件決定の根拠

本件決定は，条例第１５条第２号に該当するため開示請求を拒否したものである。

２ 本件決定の理由

本件請求により請求された文書は，審査請求人が令和○年○月○日に農山漁村振興

課の担当者に，○○土地改良区が協力金等を強要したことに関して，○○警察署に被

害届を出していると電話連絡した書類と推測した。

農山漁村振興課の担当者は，審査請求人から電話を受けたが，そのような話は承知

していないと口頭で伝え，上司にその旨を口頭で報告した。そのため，これらに係る

書類を作成する必要がないと考え，本件請求に係る文書を作成していない。

以上により，本件請求に係る文書は存在しておらず，対象個人情報は保有していな

い。

第５ 審査会の判断

当審査会は，本件事案について審査した結果，次のとおり判断する。

１ 本件決定の妥当性について

実施機関は，本件請求に係る保有個人情報について不存在であると主張しているた

め，以下，実施機関が行った本件決定の妥当性について検討を行うこととする。

(1) 本件請求に係る保有個人情報について

本件請求に係る保有個人情報の内容は，令和○年○月○日に，審査請求人が○○

土地改良区が協力金及び賦課金を強要しているとして○○警察署に被害届が出され

た旨を農山漁村振興課の職員に電話で話したことを受けて，農山漁村振興課におい

て作成された「苦情処理等の報告書」に類する書類，その決裁文書及び添付資料で

あると解される。

(2) 本件請求に係る保有個人情報の保有の有無について

ア 実施機関によると，農山漁村振興課の職員は，○○土地改良区が協力金等を強

要しているとして○○警察署に被害届が出された旨を審査請求人からの電話で聞

いたが，そのような話は承知していないと口頭で伝え，上司にはその旨口頭で報

告したため，本件請求に係る保有個人情報に当たる文書を作成していないとのこ

とである。

イ 実施機関における公文書の作成について，徳島県公文書管理規則（平成１３年

徳島県規則第７３号）第５条は，「原則として，意思決定に当たっては文書を作

成して行わなければならない。」と定めているが，電話への応対は意思決定その

ものではないことから，対応した記録等を作成するかどうかは，事案ごとに判断

することとなり，一律に何らかの公文書を作成すべきこととはなっていない。

ウ 審査請求人は，自らが電話で話したことを受けて作成された「苦情処理等の報

告書」に類する書類の開示を求めたものであるところ，農山漁村振興課の職員は，

外部からの電話に応対しただけであり，また，上司には口頭で報告していること
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からすると，課内での情報共有や上司に報告するために公文書を作成していなく

とも不自然ではない。

エ 以上により，本件請求に係る個人情報を保有していないとする実施機関の説明

に，特段，不合理な点はなく，本件請求に係る保有個人情報について不存在であ

るとして行った実施機関の決定は妥当である。

２ 結論

当審査会は，本件事案を厳正かつ客観的に検討した結果，冒頭の「第１ 審査会の

結論」のとおり判断する。

第６ 審査会の処理経過

本件事案に係る当審査会の処理経過は，次のとおりである。

年 月 日 内 容

令和２年１１月２５日 諮問

令和４年 ３月１１日 審議 （第１４０回審査会）

同 年 ５月１３日 審議 （第１４１回審査会）

徳島県個人情報保護審査会委員名簿

（５０音順）

氏 名 職 業 等 備 考

遠 藤 理恵子 弁護士

篠 原 靖 典 徳島文理大学人間生活学部教授

竹 原 大 輔 弁護士 会長職務代理者

田 中 里 佳 公認会計士，税理士

松 永 満佐子 四国大学名誉教授 会 長

竹原委員は，徳島県個人情報保護審査会審議要領第１４条第１項の規定により，

会長の了承を得て本件事案の調査審議を回避した。


